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●　暮らしの情報

　
県
内
の
高
齢
者
が
創
作
し
た
作
品
を
募

集
し
、
展
示
す
る
こ
と
で
、
高
齢
者
の
文

化
活
動
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
ふ
れ
あ

い
と
生
き
が
い
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す
。

　
な
お
、
第
33
回
全
国
健
康
福
祉
祭
岐
阜

大
会
美
術
展
に
出
品
す
る
大
分
県
代
表
作

品
の
選
考
会
も
兼
ね
て
い
ま
す
。

■
募
集
期
間

　
２
月
３
日
㈬
〜
３
月
10
日
㈬

■
募
集
作
品　
絵
画
、
彫
刻
・
彫
塑
、
工

芸
、
書
、
写
真

■
出
品
者
資
格　
大
分
県
内
に
在
住
す
る

60
歳
以
上
（
昭
和
37
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
）
の
ア
マ
チ
ュ
ア

■
開
催
期
間

　
５
月
18
日
㈫
〜
５
月
23
日
㈰

■
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
（
☎
７
６‐

３
８
２
１
）

■
と　
き　
２
月
18
日
㈭
午
後
２
時
〜

■
と
こ
ろ　
玖
珠
総
合
庁
舎　
３
階

■
内　
容

　
う
つ
病
や
認
知
症
等
の
本
人
及
び
家
族

等
に
対
す
る
専
門
医
に
よ
る
医
療
相
談

■
相
談
料　
無
料

■
そ
の
他　
前
日
ま
で
に
事
前
予
約
必
要

■
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
県
西
部
保
健
所　
地
域
保
健
課

（
☎
０
９
７
３‐

２
３‐

３
１
３
３
）

■
期　
間　
２
月
１
日
㈪
〜
２
月
26
日
㈮

の
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　

※
土
日
祝
日
は
お
休
み

■
相
談
窓
口　
各
司
法
書
士
事
務
所

■
内　
容　
遺
産
分
割
、
遺
言
、
相
続
分

な
ど
相
続
に
関
す
る
問
題
と
登
記
手
続

■
相
談
料　
期
間
中
の
相
談
は
無
料

■
お
問
い
合
わ
せ　
大
分
県
司
法
書
士
会

（
☎
０
９
７‐

５
３
２‐

７
５
７
９
）

■
と　
き　
２
月
15
日
㈪

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時

■
と
こ
ろ　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
内　
容　
主
に
身
体
・
知
的
障
が
い
等

に
関
す
る
こ
と
や
、
ご
本
人
ま
た
は
ご

家
族
が
日
常
で
困
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

■
そ
の
他　
予
約
不
要
。
相
談
無
料

■
お
問
い
合
わ
せ　
社
会
福
祉
法
人
す
ぎ

の
こ
村 

Ｂ
ｅ
ｅ
す
け
っ
と

（
☎
０
９
７
３‐

２
３‐

７
８
９
７
）

■
と　
き　
２
月
４
日
㈭

　
午
後
１
時
〜
午
後
３
時

■
と
こ
ろ　
九
重
町
役
場　
１
階
会
議
室

■
内　
容

　
相
続
、
遺
言
、
農
地
転
用
、
許
認
可
申

請
、
技
能
実
習
等
外
国
人
雇
用
等

■
お
問
い
合
わ
せ

　
大
分
県
行
政
書
士
会
日
田
支
部
会

（
☎
０
９
０‐

８
２
８
９‐

４
６
６
４
）

■
と　
き　
平
日
の
午
前
９
時
〜
正
午
、

午
後
１
時
〜
午
後
５
時

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

■
と
こ
ろ　
日
田
公
証
役
場
（
日
田
市
）

■
内　
容

①
遺
言
の
ほ
か
、
高
齢
者
等
の
財
産
管

理
、
土
地
・
建
物
の
賃
貸
借
・
売

買
、
金
銭
貸
借
、
離
婚
給
付
、
尊
厳

死
宣
言
な
ど
の
公
正
証
書
の
作
成
に

関
す
る
相
談

②
会
社
定
款
や
契
約
書
類
の
認
証
等
に

関
す
る
相
談

③
相
続
問
題
に
関
す
る
相
談

■
そ
の
他　
電
話
で
事
前
受
付
が
必
要

■
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
日
田
公
証
役
場

（
☎
０
９
７
３‐
２
４‐

６
７
５
１
）

【
電
話
・
面
接
相
談
】

■
と　
き　
月
曜
日
〜
金
曜
日
（
祝
日
、

振
替
休
日
、
年
末
年
始
の
休
日
を
除
く
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜

午
後
５
時
15
分

■
と
こ
ろ　
大
分
県
庁　
別
館
５
階

■
お
問
い
合
わ
せ　
交
通
事
故
相
談
所

（
県
生
活
環
境
部
生
活
環
境
企
画
課
内
）

　
☎
０
９
７‐

５
０
６‐

２
１
６
６

【
巡
回
相
談
〔
予
約
制
〕
】

■
と　
き　
２
月
９
日
㈫

　
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時

■
と
こ
ろ　
県
西
部
振
興
局
（
日
田
市
）

■
お
問
い
合
わ
せ　
県
西
部
振
興
局

（
☎
０
９
７
３‐

２
３‐

２
２
０
０
）

　
労
働
委
員
会
は
、
労
使
紛
争
を
解
決
す

る
た
め
の
専
門
的
な
行
政
機
関
で
す
。

　
大
分
県
労
働
委
員
会
で
は
、
解
雇
、
賃

金
未
払
い
、
労
働
条
件
な
ど
の
労
使
間
ト

ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
電
話
、
来
所
で
の
相

談
を
無
料
で
お
受
け
し
ま
す
。

　
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
期　
間

　
２
月
１
日
㈪
〜
２
月
７
日
㈰

■
受
付
時
間

【
平
日
】

　
午
前
９
時
〜
午
後
８
時

（
来
所
の
受
付
は
午
後
７
時
ま
で
）

【
土
日
】

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
掲
載
し
て
い
る
行
事
・
相
談
会
な
ど
が
延

期
ま
た
は
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

町
か
ら
の
お
知
ら
せ

各
種
相
談
（
相
談
無
料
）

精
神
保
健
福
祉
相
談(

こ
こ
ろ
の
相
談
）

第
32
回
豊
の
国
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク

「
美
術
展
」
作
品
募
集

障
が
い
巡
回
相
談

２
月
は
「
相
続
登
記
は
お
済
で
す
か

月
間
」
で
す
（
相
談
無
料
）

行
政
書
士
会
日
田
支
部
無
料
相
談
会

遺
言
等
無
料
公
証
相
談

大
分
県
交
通
事
故
相
談

悩
ま
ず
ど
ん
と
こ
い
労
働
相
談
週
間
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（
来
所
の
受
付
は
午
後
４
時
ま
で
）

■
相
談
方
法

【
電
話
相
談
】

〈
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
〉

　
☎
０
９
７‐

５
３
６‐

３
６
５
０

〈
そ
の
他
の
ダ
イ
ヤ
ル
〉

　
☎
０
９
７‐
５
０
６‐

５
２
５
１

　
☎
０
９
７‐
５
０
６‐

５
２
４
１

【
来
所
相
談
】

　
大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
（
大
分
県

庁
舎
本
館
３
階
）

※

こ
の
期
間
以
外
で
も
、
平
日
（
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
）
で
あ
れ
ば
、
随
時
労

働
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

■
お
問
い
合
わ
せ

　
県
労
働
委
員
会
事
務
局

（
☎
０
９
７‐

５
０
６‐

５
２
４
１
）

　
暴
力
団
等
に
関
す
る
悩
み
事
は
、
早
い

相
談
が
解
決
の
決
め
手
で
す
。
暴
力
団
等

が
関
係
し
た
被
害
や
不
当
な
要
求
等
の
困

り
事
に
つ
い
て
、
弁
護
士
、
暴
力
団
担
当

警
察
官
及
び
暴
力
追
放
相
談
委
員
が
、
面

接
ま
た
は
電
話
に
よ
る
相
談
に
応
じ
ま

す
。
相
談
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

■
と
　
き　
２
月
19
日
㈮

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ　
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル
３
０
９
会

議
室
（
大
分
市
）

■
相
談
料　
無
料

■
電
話
相
談

　
☎
０
９
７‐

５
３
８‐

４
７
０
４

■
お
問
い
合
わ
せ　
公
益
財
団
法
人
暴
力

追
放
大
分
県
民
会
議

（
☎
０
９
７‐

５
３
８‐

４
７
０
４
）

　
「
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る

補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基

づ
き
、
対
象
と
な
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者

の
御
家
族
の
皆
様
に
、
国
か
ら
補
償
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
補
償
金
の
請
求
書
の
提

出
や
請
求
に
関
す
る
ご
相
談
に
つ
い
て

は
、【
厚
生
労
働
省
補
償
金
担
当
窓
口
】

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
詳
し
い
補
償
金
制

度
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
ま
た
は
大

分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
厚
生
労
働
省
　
補
償
金
担
当
窓
口
】

■
電
話
番
号

　
☎
０
３‐

３
５
９
５‐
２
２
６
２

■
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　

hosyoukin@
m
hlw
.go.jp

■
受
付
時
間　
月
曜
日
〜
金
曜
日
（
土
日

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）
の
午
前
10

時
〜
午
後
４
時

■
お
問
い
合
わ
せ

　
県
健
康
づ
く
り
支
援
課

（
☎
０
９
７‐

５
０
６‐

２
６
６
５
）

　
平
成
25
年
１
月
よ
り
改
正
養
蜂
振
興
法

が
施
行
さ
れ
、
原
則
す
べ
て
の
ミ
ツ
バ
チ

飼
育
者
に
つ
い
て
蜜
蜂
飼
育
届
の
提
出
が

必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、
西
部
振
興
局 

農
山
村
振

興
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
様
式
の
入
手
先　
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
畜
産
技
術
室
「
養
蜂
振
興
に
関
す

る
こ
と
」
の
な
か
の
届
出
様
式
等

■
お
問
い
合
わ
せ

　
県
西
部
振
興
局　
農
山
村
振
興
部

（
☎
０
９
７
３‐

２
２‐

２
５
８
５
）

　
ご
遺
族
が
少
し
で
も
こ
こ
ろ
の
安
ら
ぎ

を
取
り
戻
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
い
つ

ど
い
を
開
催
し
ま
す
。
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

■
対
　
象　
大
切
な
方
を
自
死
で
亡
く
さ

れ
た
ご
遺
族

■
と
　
き　
３
月
４
日
㈭

　
午
後
２
時
〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ　
大
分
県
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
大
分
市
）

■
内
　
容　
参
加
者
の
気
持
ち
の
分
か
ち

合
い
を
し
ま
す

■
参
加
料　
無
料
（
事
前
申
込
必
要
）

■
申
込
締
切　
２
月
25
日
㈭

■
そ
の
他　
来
所
時
は
体
調
確
認
と
マ
ス

ク
着
用
を
お
願
い
し
ま
す

■
お
問
い
合
わ
せ　
大
分
県
こ
こ
ろ
と
か

ら
だ
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
９
７‐

５
４
１‐

６
２
９
０
）

　
再
就
職
を
目
指
す
、
求
職
者
の
み
な
さ

ん
。
職
業
訓
練
施
設
を
見
学
し
て
、
あ
な

た
に
ぴ
っ
た
り
な
訓
練
コ
ー
ス
を
見
つ
け

て
み
ま
せ
ん
か
。

■
と
　
き　
２
月
16
日
㈫
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
４
時
30
分

■
と
こ
ろ　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
大
分

■
申
込
方
法　
所
轄
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
お
問
い
合
わ
せ

　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
大
分

（
☎
０
９
７‐

５
２
９‐

８
６
１
５
）

　
放
送
大
学
は
、
２
０
２
１
年
４
月
入
学

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
授
業
科
目　
心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・

歴
史
・
文
学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、

約
３
０
０
の
幅
広
い
授
業
科
目
が
あ
り
、

１
科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す

■
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス　

１
月
31
日

㈰
、
２
月
14
日
㈰
、
３
月
７
日
㈰

■
出
願
期
間

【
第
１
回
】
２
月
28
日
㈰
ま
で

【
第
２
回
】
３
月
16
日
㈫
ま
で

お
知
ら
せ

民
事
介
入
暴
力
集
中
相
談
所
の
開
設

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
御
家
族
に

補
償
金
を
支
給
し
て
い
ま
す

ミ
ツ
バ
チ
の
飼
育
に
は
届
出
が
必

要
で
す

自
死
遺
族
の
つ
ど
い

訓
練
コ
ー
ス
説
明
会
参
加
者
募
集

放
送
大
学
入
学
生
募
集

▲県ＨＰ
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■
お
問
い
合
わ
せ

　
放
送
大
学
大
分
学
習
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
９
７
７‐

６
７‐

１
１
９
１
）

■
募
集
期
間

　
１
月
20
日
㈬
〜
２
月
10
日
㈬

■
募
集
科
名
・
定
員
・
対
象
者

【
オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
科
】

・
定　
員　
20
人

・
対
象
者　
令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
18

歳
〜
39
歳
の
方
、
離
転
職
者
等
、
新
規

高
等
学
校
卒
業
予
定
者
等

【
ガ
ー
デ
ン
エ
ク
ス
テ
リ
ア
科
】

・
定　
員　
20
人

・
対
象
者　
離
転
職
者
等
、
新
規
高
等
学

校
卒
業
予
定
者
等

■
入
校
試
験　
２
月
14
日
㈰

■
合
格
発
表　
２
月
17
日
㈬

■
授
業
料　
無
料
（
入
校
時
に
教
科
書
等

の
実
費
が
必
要
）

■
申
込
方
法　
各
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
職
業

相
談
後
、
願
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

■
お
問
い
合
わ
せ

　
県
立
日
田
高
等
技
術
専
門
校

（
☎
０
９
７
３‐

２
２‐

０
７
８
９
）

■
実
施
主
体　
社
会
福
祉
法
人
大
分
県
盲

人
協
会　
大
分
県
点
字
図
書
館

■
応
募
条
件　
①
原
則
と
し
て
講
習
会
を

毎
回
受
講
で
き
る
方
、
②
パ
ソ
コ
ン
を

お
持
ち
で
簡
単
な
操
作
の
で
き
る
方
、

③
講
習
会
終
了
後
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
継
続
し
て
点
字
図
書
館
に
お
け
る

点
字
図
書
・
録
音
図
書
等
の
製
作
等
に

協
力
で
き
る
方

【
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
習
会
】

・
と　
き　
毎
週
金
曜
日
の
午
前
10
時
〜

正
午

・
募
集
人
員　
15
名
程
度

・
そ
の
他　
講
習
会
の
後
半
に
は
パ
ソ
コ

ン
に
よ
る
点
訳
の
実
習
を
行
う

【
音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
習
会
】

・
と　
き　
毎
週
火
曜
日
の
午
前
10
時
〜

正
午

・
募
集
人
員　
16
名
程
度

・
そ
の
他　
講
習
会
で
は
パ
ソ
コ
ン
を
使

用
し
た
デ
ジ
タ
ル
録
音
を
行
う

【
共
通
項
目
】

■
期　
間　
令
和
３
年
４
月
〜
令
和
４
年

３
月
の
１
年
間
（
延
40
回
程
度
）

■
受
講
料　
無
料

■
と
こ
ろ　
大
分
県
点
字
図
書
館
（
大
分

県
盲
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
）

■
応
募
期
限　
３
月
16
日
㈫

■
そ
の
他　
応
募
方
法
や
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
応
募
者
多
数
の
場

合
は
抽
選
に
よ
り
決
定

■
お
問
い
合
わ
せ　
社
会
福
祉
法
人
大
分

県
盲
人
協
会　
大
分
県
点
字
図
書
館

（
☎
０
９
７‐

５
３
８‐

０
３
９
９
）

試
験
・
講
習
会

県
立
日
田
高
等
技
術
専
門
校 

令
和

３
年
度
訓
練
生
募
集
（
中
期
）

点
訳
・
音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成

講
習
会

区　分 貸与月額
高校生
大学・大学院生等

15,000 円
20,000 円、30,000 円のいずれか

　本会では、経済的理由により修学困難な玖珠町・九重町出身の高等学校・大学及びこれに準ずる学校の学生を対象と
して、奨学金の貸与事業を実施しています。貸与を受けたい方は、次により出願してください。

●応募資格
１．九重町または玖珠町に住民票があり、現に居住する方。またはそのお子さんで、学校教育法に規定する高等学
校・大学及びこれに準ずる学校に在学または進学予定の方。
２．学業人物ともに奨学生としてふさわしい方。　３．経済的理由により、学費の支払いが困難な方。

●奨学金の貸与期間と金額
　１．奨学金を貸与する期間は、正規の最短就学期間です。
　２．奨学金は下記の種類で「希望選択制」です。

●採用予定数　　高校生：７名程度　　大学生・大学院生等：12名程度

●出願手続き　　玖珠郡育英会の指定用紙（奨学生願書）に必要事項を記載して、玖珠郡育英会に提出してください。

●出願期間　　令和３年１月12日（火）～２月12日（金）

令和３年度　奨学生募集

出願手続に必要な添付書類
①戸籍抄本（本人のもの）　②所得証明書（家計支持者（父母等）の所得証明）
③滞納のない証明（保護者の納税関係証明　玖珠郡育英会様式）
④奨学生推薦調書（高等学校、大学等新入学者は出身中学校、高等学校の調書、その他在学中の学生は
　在学校の調書）　⑤履歴書
⑥写真（願書用。縦3㎝×横2.5㎝の免許用サイズ）

出　願　先
お問い合わせ

公益財団法人　玖珠郡育英会事務局  ☎76-3816
〒879-4895　九重町大字後野上8-1 九重町役場　教育委員会内 玖珠郡育英会HP▲




